
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年１２月 

三重県医療保健部 

第 3 次 

三重県動物愛護管理推進計画 

【中間案】 



 
 
 

  

第３次三重県動物愛護管理推進計画の策定にあたって 

 

県では、平成２０年３月に「三重県動物愛護管理推進計画」を策定し、人に

対する危害防止を中心としたこれまでの「管理」から、動物の習性等を理解し

たうえでの「愛護管理」へと転換を行ってきました。 

その後、平成２６年３月に策定した「第２次三重県動物愛護管理推進計画」

においては、行政だけでは解決しない課題に対して、さまざまな主体と連携し

て取り組む「協創」の視点を新たに加えました。 

さらに平成２９年には、三重県の動物愛護管理の拠点として動物愛護推進セ

ンター「あすまいる」を開設し、この施設をとおして、動物と人に笑顔が広が

るよう、さまざまな取組を展開し始めたところです。 

国全体をみると、幅広い世代で約３割の人がペットを飼育している時代とな

り、ペットは伴侶動物として人の生活に欠かせない存在となっています。しか

しながら、安易な購入と飼育放棄、遺棄や虐待等といった動物が直接被害を受

ける問題や、多頭飼育に起因した地域問題も依然と発生しているのも事実であ

り、社会で受け入れられるためには、しつけやマナーといった人との関わりに

配慮した適切な飼養管理が求められています。 

今回、令和元年６月に動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、令和２

年６月に施行されたことを受け、動物愛護管理の取組をより一層推進していく

ため「第３次三重県動物愛護管理推進計画」を策定しました。 

これまでに例のない新たな生活様式が求められる社会へと変化する中、人が

動物に対して抱く気持ちはさまざまでありながらも、同じ命に対する思いやり

や生活に豊かさを与えてくれることへの感謝の気持ちを忘れずに、これからも

「人と動物が安全・快適に共生できる社会」をめざして取り組みを続けてまい

ります。 
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第１章 基本的な方針 

１ 計画の性格・位置づけ 
２ 計画期間 

３ 基本理念と 10 年後のめざす姿 

４ 計画の体系と推進体制 

第２章 三重県の現状 

～第２次三重県動物愛護推進計画（平成 26 年度～令和元年度）の

成果と課題～ 

第３章 目標と具体的な取組内容 

計画の目標と具体的な取組内容 

１ 適正飼養の推進による動物の健康及び安全の確保並びに返還・ 

 譲渡の推進 

２ 周辺生活環境の保全と動物による危害防止 

３ 災害対策と危機管理対応 

４ 動物愛護管理の普及啓発 

５ 地域における動物愛護管理の推進と人材育成 

６ 所有者明示の推進 

７ 動物取扱業の適正化 

８ 実験動物、産業動物等の適正な取扱いの推進 

第４章 推進体制の充実等 

 

（参考資料） 

●用語の説明（本文確定後、追加します。） 

２ 

 

 

５ 

 

 
 

1４ 
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本計画は、動物の愛護及び管理に関する法律（以下「動物愛護管理法」とい

います。）第６条に基づく県の計画として、動物の愛護及び管理（以下「動物

愛護管理」といいます。）に関する基本的な方針や必要な取組を定めるととも

に、その取組を県だけではなく、さまざまな主体と連携しながら、総合的に推

進していく行動指針として位置付けるものです。 
 
 

 
 
令和３年度から令和 12 年度までの 10 年間の計画としますが、計画の達成状

況を点検し、状況の変化に的確に対応するため、計画の策定後、おおむね５年

目にあたる令和７年度を目途に、見直しを図るものとします。 

 

 

 
 

本県では、平成 20 年３月に「三重県動物愛護管理推進計画」を、平成 26

年３月に「第２次三重県動物愛護管理推進計画（以下「第２次推進計画」と

いいます。）」を策定し、「人と動物が安全・快適に共生できる社会」をめざし

て、動物愛護管理に関するさまざまな取組を行ってきました。 

本計画では、動物愛護管理法の趣旨をふまえ、引き続き「人と動物が安

全・快適に共生できる社会」を基本理念とし、その実現に向けて、県民一人

ひとりが動物を愛護する心を育み、動物の命を尊重するとともに、すべての

動物の飼い主が社会的に責任をもって動物を適正に管理できるよう取り組み

ます。 

 

 

基本理念と 10年後のめざす姿 ３ 

計画期間 ２ 

計画の性格・位置付け １ 

第１章 基本的な方針 
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10 年後のめざすべき姿 

 

●県民一人ひとりが、人と動物との関わりについて正しく理解し、動物の命

についてもその尊厳を守るとともに、動物に優しいまなざしを向け、その

存在が幸せであると感じています。 

 

●すべての動物の飼い主が社会的な責任をもって、適正な飼養管理を行うこ

とで、動物が人の生命等を侵害することがなくなるとともに、動物の健康

及び安全が確保されています。 

 

●さまざまな主体の相互理解のもと、地域において動物に起因する問題の解

決や災害対策などに取り組んでいます。 

 
 

 
 

  動物愛護管理に関する基本理念や 10 年後のめざす姿の実現に向け、三重県

動物愛護推進センター「あすまいる」（以下「あすまいる」といいます。）を拠

点として、県全体で取り組んでいる「Ⅰ殺処分ゼロに向けた取組」、「Ⅱ災害時

などの危機管理対応の取組」、「Ⅲさまざまな主体との協創の取組」（３つの

柱）を重点的に推進するとともに、「動物の愛護及び管理に関する施策を総合

的に推進するための基本的な指針（以下「基本指針」といいます。）」（令和２

年環境省告示第 53 号）の改正内容をふまえ、次の８項目について取組を進め

ます。 

 

（１）適正飼養の推進による動物の健康及び安全の確保並びに返還・譲渡の推進 

（２）周辺生活環境の保全と動物による危害防止 

（３）災害対策と危機管理対応 

（４）動物愛護管理の普及啓発 

（５）地域における動物愛護管理の推進と人材育成 

（６）所有者明示の推進 

（７）動物取扱業の適正化 

（８）実験動物、産業動物等の適正な取扱いの推進 

 

計画の体系と推進体制 ４ 



4 第３次三重県動物愛護管理推進計画（中間案）R２.12 時点 
 
 

  

●計画の体系と推進体制 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 年後のめざす姿 

●県民一人ひとりが、人と動物との関わりについて正しく理解し、動物の命についてもその尊

厳を守るとともに、動物に優しいまなざしを向け、その存在が幸せであると感じています。 

●すべての動物の飼い主が社会的な責任をもって、適正な飼養管理を行うことで、動物が人の

生命等を侵害することがなくなるとともに、動物の健康及び安全が確保されています。 

●さまざまな主体の相互理解のもと、地域において動物に起因する問題の解決や災害対策など

に取り組んでいます。 

（基本理念）人と動物が安全・快適に共生できる社会 計画の体系 

Ⅰ殺処分ゼロに向けた取組 Ⅱ災害時などの危機管理対応の取組 

Ⅲ さまざまな主体との協創の取組 

(7)動物取扱業の適正化 

(8)実験動物、産業動物等 
の適正な取扱いの推進 

(2)災害対策と危機管理対応 

(5)周辺生活環境の保全と動物による危害防止 

(4)動物愛護管理の普及啓発 

(6)所有者明示の推進 

(1)適正飼養の推進による動物
の健康及び安全の確保並び
に返還・譲渡の推進 

推進体制 

取組 
項目 

動物愛護 
推進員 

県民 

動物取扱 
業者 

関係機関 

行政 
（県・市町） 

動物愛護推進センター 
（動物愛護管理の拠点） 

企業・ 
関係団体 

③地域における動物愛護管理の推進と人材育成 
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第２次推進計画（平成 26 年度～令和２年度※１）では、平成 24 年に改正さ

れた動物愛護管理法の趣旨をふまえ、引き続き「人と動物が安全・快適に共生

できる社会」を基本理念とし、次の体系でさまざまな事業に取り組みました。 

その成果と残された課題を振り返り、動物愛護管理に関する三重県の現状を

明らかにします。 

※１ 第２次三重県動物愛護管理推進計画の延長について、 

第２次推進計画は、平成 26年度から平成 30年度までの５年間の計画として、計画の目標及び具 

体的な取組の行動目標を定め、平成 25年度に策定しました。推進計画は、動物の愛護及び管理に関 

する法律第６条により、国による基本指針に即して、都道府県が策定することとされており、令和 

２年４月に基本指針が改正されたことから、県では、新たな推進計画の策定まで、第２次推進計画 

を令和２年度まで延長し、さまざまな取組を行いました。 

 

●計画の体系と推進体制（第２次三重県動物愛護管理推進計画） 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

              

 

 

  

 

第２章 三重県の現状 
～第２次三重県動物愛護管理推進計画（平成 26 年度～令和元年度）の成果と課題～ 

10 年後のめざす姿 

●県民一人ひとりが、人と動物との関わりについて正しく理解し、動物の命についてもその尊厳を守る 

とともに、動物が人の生命等を侵害することのないよう適正に管理する意識が高揚しています。 

●動物の飼い主が十分な知識と責任をもって、適正飼養、終生飼養を行うとともに、動物取扱業者等が 

動物を適正に取り扱っています。 

●県民、関係団体、行政などさまざまな主体が、地域において動物に起因する問題の解決や災害時対策 

などに取り組んでいます。 

推進体制 

（基本理念）人と動物が安全・快適に共生できる社会 
計画の体系 

取組 

項目 
（1）動物愛護管理の普及啓発   

（2）適正飼養の推進 

（3）動物による危害や迷惑問題の防止  

（4）所有者明示の推進 

（5）地域社会における動物愛護管理の推進と人材育成 

（6）動物取扱業の適正化 

（7）実験動物、産業動物等の適正な取扱いの推進 

（8）災害時対策 

動物愛護管理センター 

（動物愛護管理の拠点） 

県民 

動物愛護 
推進員 

動物取扱 
業者 

関係団体 

関係機関 

行政 
（県・市町） 
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●取組の成果と課題 

１ 計画の目標 

第２次推進計画の基本理念である「人と動物が安全・快適に共生できる社会」

の実現に向けて、県民、関係団体、行政などさまざまな主体が動物愛護管理の 

取組を進めることで、将来的に殺処分数がゼロになることをめざし、計画の目 

標を設定しました。 

 平成 24 年度の実績（3,452 頭・匹）を現状値として、５年間で現状値の半減 

をめざした結果、計画策定時に掲げた目標値に対し、大幅に犬・猫の殺処分数 

を減少させることができましたが、それでもなお、多くの犬・猫が殺処分とな 

っています。 

 特に哺乳等の適切な管理を行うことができない幼齢の飼い主のいない猫の殺 

処分数が多いことから、飼い主のいない猫を生み出さないための取組を継続し 

て実施するとともに、犬・猫の譲渡の推進や、適正飼養、終生飼養等に関する 

普及啓発もより一層充実させていく必要があります。 

 

目標項目 犬・猫の殺処分数 

現状値

（H24） 
H26 H27 H28 H29 H30 R1 

3,452 

頭・匹 

 
   

1,726 

頭・匹 
 

目標値 2,226 1,500 1,340 650 590 480 

実績値 1,611※ 1,432 744 628 514 377 

※平成 26 年度実績が第２次推進計画の最終目標値（30 年度）を達成したた 

め、平成 27 年度以降については、前年度の実績値をふまえさらに高い目 

標値を設定し取り組みました。 

 

２ 具体的な取組内容 

 第２次推進計画の目標である「犬・猫の殺処分数の減少」を達成するため、 

８つの取組項目を設け、それぞれに行動目標を設定し取り組みました。 

 （１）動物愛護管理の普及啓発 

ア 取組概要と成果 

特に子どもたちを対象に動物愛護について学ぶ機会を増やし、人と動
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物とのかかわりについて学ぶ機会と動物愛護管理に関する意識の高揚に

向けた啓発を充実させるため、動物愛護教室を関係団体等と協力して開

催しました。 

また、「あすまいる」の設立を機に動物愛護管理に関する情報の提供や 

動物愛護週間行事の充実も図りました。 

 

目標項目 動物愛護教室等の受講者数 
現状値

（H24） 
H26 H27 H28 H29 H30 R1 

2,471 人 
 

   3,000 人  

実績値 3,199 3,183 2,302 3,224 3,474 2,776 

※平成 26 年度から平成 29 年度までの実績をふまえ、平成 30 年度からさら 

 に高い目標値を設定し取り組みました。 

 

   イ 残された課題 

    「あすまいる」の設立を機に、動物愛護管理の普及啓発に関するさま

ざまな取組を行いましたが、動物愛護教室等の参加人数が増加していな

いことから、「あすまいる」を拠点とした教育活動や広報活動等を継続し

ていくとともに、さまざまな主体との連携協力の下、より効果的な普及

啓発の実施をめざす必要があります。 

また、普及啓発の取組をより一層推進していくため、「あすまいる」の 

   認知度を高め、多くの方に来館していただく必要があるため、ホームペ 

   ージの充実や来館者を増やす取組を充実させる必要があります。 

 

 （２）適正飼養の推進 

   ア 取組概要と成果 

犬・猫の殺処分数を減少させるため、適正飼養、終生飼養等に関する 

普及啓発や飼い主への指導に加え、飼い主のいない猫を生み出さないた 

めの取組を行った結果、保健所に持ち込まれる犬・猫の引取り数は減少 

しました。 
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目標項目 犬・猫の引取り数 
現状値

（H24） 
H26 H27 H28 H29 H30 R1 

3,249 

頭・匹 

 
   

1,625  

頭・匹 
 

実績値 1,411 1,429 1,032 893 744 530 

※平成 26 年度から平成 29 年度までの実績をふまえ、平成 30 年度からさら

に高い目標値を設定し取り組みました。 

    

イ 残された課題 

保健所に持ち込まれる犬・猫のうち、半数以上が哺乳等の適切な管理 

を行うことができない幼齢の飼い主のいない猫であることから、飼い主 

のいない猫を産み出さないための取組を継続させる必要があります。 

また、飼い犬や飼い猫の飼育放棄や、所有者の判明しない犬・猫の引 

取りの減少をめざすため、安易な飼養の抑制等による終生飼養の啓発及 

びみだりな繁殖を防止するための不妊・去勢措置の徹底、マイクロチッ 

プの装着等による所有明示措置の推進及び遺棄の防止等の取組も引き続 

き行っていく必要があります。 

 

 （３）動物による危害や迷惑問題の防止 

ア 取組概要と成果 

飼い犬・飼い猫等の鳴き声、放し飼いなどの不適正飼養や飼い主のい 

ない猫による迷惑行為等に関する苦情や相談が保健所に多く寄せられて 

います。 

こういった苦情や相談に対し、その事案が再発しないように現地確認 

  を行ったうえで飼い主への指導、助言を行いました。 

また、県内で特定動物の無許可飼養事例や特定動物による人への危害 

事故が発生したことから、特定動物の飼い主に対して、特定飼養施設の 

適正な管理を行い、人への危害の発生を防止するよう指導を行いました。 

さらに、飼い主のいない猫による迷惑行為等に関し、不妊・去勢手術 

等の支援を行い、引取りによらない方法で問題解決をめざす取組も行っ 

た結果、目標値の達成には至らなかったものの、動物による危害や迷惑 

問題に関する問い合わせ件数は、減少傾向にあります。 
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目標項目 動物による危害や迷惑問題に関する問い合わせ件数 
現状値

（H24） 
H26 H27 H28 H29 H30 R1 

3,115 件 
 

   2,336 件  

実績値 3,330 3,250 2,947 2,838 3.084 2,770 

※平成 26 年度から平成 29 年度までの実績をふまえ、平成 30 年度からさら

に高い目標値を設定し取り組みました。 

 

イ 残された課題 

 飼い犬・飼い猫等の鳴き声、放し飼いなどの不適正飼養に関する苦 

情・相談件数に関しては、減少が認められないため、その対応を的確に 

行うともに、その事案が再発しないように、飼い主への指導、助言を継 

続する必要があります。 

 飼い主のいない猫の減少に向けた取組については、その取組について 

理解を深める啓発を行った結果、地域住民等から多くの相談が寄せられ 

ていますが、その相談に迅速に対応できるような体制の充実を図る必要 

があります。 

  また、動物愛護管理法の改正により、特定動物の飼養・保管に関する 

規制が強化され、厳格な法令遵守が求められていることから、特定飼養 

施設の監視指導を充実させていく必要があります。 

  さらに、多頭飼育問題の不適切な飼養に起因する周辺の生活環境の保

全に支障をきたす事例も増加しており、この問題の解決方法も検討して

いく必要もあります。 

 

（４）所有者明示の推進 

   ア 取組概要と成果 

    家庭動物等への迷子札の装着やマイクロチップの装着、飼い主への狂

犬病予防法に基づく鑑札・注射済票の装着の徹底などについて、各種広

報媒体を活用するとともに、動物愛護教室等さまざまな機会をとらえ、

所有者明示を行うよう働きかけた結果、目標値の達成には至らなかった

ものの、所有者明示率が向上しました。 
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目標項目 所有者明示率 
現状値

（H24） 
H26 H27 H28 H29 H30 R1 

犬 19.9% 
 

   犬 40%  

実績値 24.5％ 24.5％ 27.6％ 30.7％ 33.7％ 37.6％ 

イ 残された課題 

 所有者明示は、動物の盗難及び迷子の発生を防止するとともに、災害時 

に逸走した動物の所有者の発見を容易にします。また、動物の遺棄及び逸 

走の未然の防止に役立ちますが、所有者明示率はまだ低い状況です。 

動物愛護管理法の改正により、販売される犬・猫へのマイクロチップの 

装着、所有者情報の登録等が義務化されることから、所有者明示の意義 

及び役割について県民の理解を深め、所有者明示のさらなる向上を図る 

必要があります。 

 

 （５）地域社会における動物愛護管理の推進と人材育成 

   ア 取組概要と成果  

 県では、地域での動物愛護管理の推進を率先して実施する動物愛護推 

進員等の人材育成とその活動への支援を行いました。 

 特に「あすまいる」の設立を機にその活動は多様となり、これまでの 

動物の関わるトラブルへの対応や動物愛護に関するイベントの参加に加 

え、譲渡犬のトリミングや飼い主のいない猫の不妊・去勢手術の支援な 

ど、より専門的な活動を担っていただきました。 

 

目標項目 地域における動物愛護推進員の年間総活動回数 
現状値

（H24） 
H26 H27 H28 H29 H30 R1 

－ 
 

   300 回  

実績値 180 回 265 回 269 回 339 回 386 回 389 回 

※平成 26 年度から平成 29 年度までの実績をふまえ、平成 30 年度からさら 

 に高い目標値を設定し取り組みました。 
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イ 残された課題 

    動物愛護管理に関する取組は、広範かつ多岐にわたることから、さま 

ざまな主体の相互理解のもと、その取組を活性化させていくことが必要 

です。 

    そのためには、動物愛護推進員等の人材育成を積極的に推進していく 

とともに、ニーズに応じた専門的な知識や技術の習得に対する支援を行 

うことが必要です。 

 

 （６）動物取扱業の適正化 

   ア 取組概要と成果 

    平成 24 年に改正された動物愛護管理法により、幼齢の犬や猫の販売・ 

展示の禁止、動物を販売する際の現物確認・対面説明の義務化、第二種 

動物取扱業の届出制度の導入など、動物取扱業者に対する規制が強化さ 

れたことから、定期的な施設への立ち入りによる監視指導等に取り組み 

ました。 

 

目標項目 動物取扱業者による動物愛護管理法違反※３件数 

現状値

（H24） 
H26 H27 H28 H29 H30 R1 

0 件 
 

   0 件  

実績値 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

  ※３ 動物愛護管理法の規定により罰金以上の刑に処せられること。 

 

イ 残された課題 

 動物取扱業者の監視指導等の実施により、計画期間中の動物愛護管理 

法違反事例はありませんでした。しかし、令和元年度に動物愛護管理法 

が改正され、動物取扱業者に対する規制がさらに強化されたことから、 

新たな制度の着実な運用を図るとともに、適正な動物の取扱いについて 

動物取扱業者の主体的な取組が促進するよう、改正内容等を知る機会を 

提供する必要があります。 

 

（７）実験動物、産業動物等の適正な取扱いの推進 

  ア 取組概要と成果 
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   実験動物を飼養及び科学上利用する施設や産業として動物を取扱う施 

設に対して、実験動物の取扱いの基本的考え方である「３Ｒの原則」（代 

替法の活用：Replacement、使用数の削減：Reduction、苦痛の軽減： 

Refinement）や動物の福祉に配慮した産業動物の取扱いについて、さま 

ざまな機会を捉え、説明を行いました。 

    

目標項目 実験動物等の適正な取扱いに関する説明会等の開催回数 
現状値

（H24） 
H26 H27 H28 H29 H30 R1 

－ 
 

   10 回  

実績値 2 回 4 回 7 回 8 回 10 回 12 回 

 

   イ 残された課題 

    実験動物の適正な取扱いのさらなる推進を行っていくためには、引き 

続き実験動物取扱施設等の把握に努めていくことが必要です。 

また、産業動物については、アニマルウェルフェアに配慮した家畜の 

飼養管理の考え方について、普及啓発する必要があります。 

 さらに、実験動物や産業動物等の必要性や、動物の命に対する感謝及 

び畏敬の念を抱くとともに、これらの気持ちを動物の取扱いに反映させ 

る教育活動の実施も検討していく必要があります。 

 

（８）災害時対策 

   ア 取組概要と成果 

    東日本大震災等の経験から、被災地に残された動物の救護活動や餌の 

確保、特定動物の逸走防止措置などの災害時の体制を、関係機関や関係 

団体の連携協力のもとに、迅速、安全かつ適切に行うことができるよう 

事前に整備しておく必要性が改めて認識されました。 

県では、平成 24 年４月に獣医師会、三重県動物管理事務所及び県で災 

害時における動物救護活動に関する協定を締結しました。 

 また、動物愛護救護活動を活発に行っていくため、市町と獣医師会と 

の協定締結に関する支援を行うとともに、地域の防災訓練への参加等の 

機会を捉えて、動物の災害対策に関する啓発を行った結果、目標値の達 

成には至らなかったものの、協定を締結した市町数は増加しました。 
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目標項目 獣医師会と災害時における動物救護活動に関する協定を 

締結した市町数 

現 状 値

（H24） 
H26 H27 H28 H29 H30 R1 

－ 
 

   
29 

市町 
 

実績値 
13 

市町 

22 

市町 

23 

市町 

23 

市町 

23 

市町 

25 

市町 

 

イ 残された課題 

 災害に強い体制づくりには、「自助」・「共助」・「公助」の力を集結して 

いく必要があります。このため、これまでの「公助」の取組の充実に加え、 

ペットの飼い主が、平常時から備えるべき対策（自助）について普及啓発

を充実させる取組を行うとともに、被災地以外の自治体や民間団体と連携

した広域的な協力体制の整備を図るとともに、被災動物の救護活動等を行

うボランティアの育成をめざす取組（共助）を推進していく必要がありま

す。 
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本計画の基本理念である「人と動物が安全・快適に共生できる社会」の実現に

向けて、県が重点的に行う３つの取組に対して、以下の目標を設定します。 

また、３つの目標以外にも、それぞれの取組に関する指標を設定し、毎年度策

定する「動物愛護管理推進実施計画」（以下、「実施計画」といいます。）で実施

状況を管理します。 

なお、目標値の設定は、策定後おおむね５年目にあたる令和７年度までとし、

それまでの結果をふまえて、令和８年度以降の目標値を設定することとします。 

 

 
 

 

１ 計画目標 

【殺処分ゼロに向けた取組目標】 殺処分ゼロ   ⇒取組（１） 

 

【災害時などの危機管理の対応の取組目標】 

ペットの防災対策を行っている人の割合    ⇒取組（２） 

 

【さまざまな主体との協創の取組目標】 

動物愛護に対するアクティブシチズンの人数  ⇒取組（３） 

 

２ その他取組の指標 

指標１ ＩＴを用いた動物愛護の普及啓発 取組（４） 

指標２ 
飼い主のいない猫の減少に向けた取組の

支援応答率 
取組（５） 

指標３ 犬・猫のマイクロチップの装着率 取組（６） 

指標４ 
事業者による法令遵守状況等の自主点検

実施件数 
取組（７） 

指標５ 
実験動物等の役割や適正な取扱いに関

し、理解を深めた人数 
取組（８） 

 

これらの目標・指標は、「実施計画」で進捗を管理し、翌年度の計画における

優先取組を検討することとします。 

計画の目標  

第３章 目標と具体的な取組内容 
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ア めざす方向 

飼い主が社会的な責任をもって、安易な飼養の抑制、終生飼養及びみだり 

な繁殖を防止するための不妊・去勢措置の徹底などの適正飼養を行うことで、 

動物の命と健康を守るとともに、動物の引取り数が減少し、返還率の向上や 

譲渡の推進により、犬・猫の殺処分がゼロになっています。 

 

イ 現状と課題 
犬・猫の殺処分数ゼロをめざすため、適正飼養に関する普及啓発や飼い主 

への指導に加え、飼い主のいない猫を生み出さないための取組などを行った 

結果、保健所に持ち込まれる犬・猫の引取り数は減少しています。 
しかし、依然として多くの犬・猫の引取り依頼があり、多くの犬・猫が殺 

処分になっていること、犬・猫等に対する遺棄・虐待につながる相談も多い 

ことから、引き続き、適正飼養の推進に係る取組を強化するとともに、返還 

率の向上や譲渡の推進に関する取組をより一層充実させていく必要がありま 

す。 

 
ウ 県の取組 

① 適正飼養の推進 

・各種広報媒体を活用するとともに、動物愛護教室などさまざまな機会をと 

らえて、動物の終生飼養、繁殖制限、逸走防止等の適正飼養の啓発を行い 

ます。 

・犬・猫の引取りを求める者に対しては、動物愛護管理法の規定について説 

明し、理解を求めるとともに、適正な飼い方等について十分な助言を行い 

ます。 

 

② 返還率向上の取組 

・保健所に収容された犬・猫を、インターネットを活用して公示する方法に

ついて、更なる検討を行います。 

・収容動物の健康及び安全に配慮した抑留期間の延長を検討します。 

 

 

適正飼養の推進による動物の健康及び安全の確保並びに 

返還・譲渡の推進 
１ 
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③ 犬・猫の譲渡の取組 

・新たに犬や猫の飼養を希望する者に対して、適正飼養の遵守を求めるとと 

もに、譲渡後も必要に応じ、しつけに関する基本的な助言・指導を行いま 

す。 

・犬・猫の譲渡は、人への攻撃性などの適性や動物の健康状態を判断したう 

えで行います。 

・適宜、現行の譲渡方法を見直し、適正な飼養管理ができる飼い主に譲渡し 

ます。 

・犬・猫の譲渡をより一層促進していくため、関係団体への適正な譲渡の方 

法を検討します。 

 

④ 収容動物の適正管理 

・保健所や「あすまいる」に収容された犬・猫の逸走防止を含めた適正な管 

理を行うとともに、譲渡に適する犬・猫の健康及び安全を確保するため、 

関係団体等と連携した管理方法について検討します。 

・返還または譲渡に努めたものの、やむを得ず殺処分しなければならない場 

 合は、できる限り動物に苦痛を与えない方法を用いて行います。 

 

⑤ 遺棄及び虐待の防止 

・動物愛護推進員、関係団体及び市町と連携し、愛護動物の遺棄・虐待に

係る罰則等を県民に周知し、遺棄・虐待の防止を図ります。 

・愛護動物の虐待に係る通報に対して、獣医師、警察との連携により、的

確な対応を行うことができる体制を構築します。 

 

エ 他の取組主体の役割 

① 県民 

飼養する動物の習性、その飼養に必要な費用及び飼養に関する法令等に

ついて十分な知識を得るとともに、意識を高めたうえで動物を飼い、終生

飼養、繁殖制限、逸走防止、遺棄・虐待防止等の適正飼養に努めます。 

 

② 動物愛護推進員 

県に協力し、動物の終生飼養、繁殖制限、逸走防止、遺棄・虐待防止等 

の適正飼養の啓発を行います。 
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③ 関係団体 

県と連携し、動物の終生飼養、繁殖制限、逸走防止、遺棄・虐待防止等 

の適正飼養の啓発、収容動物の適正管理及び譲渡の推進を行います。 

 

④ 関係機関 

動物を飼養する学校などの教育機関は、終生飼養、繁殖制限、逸走防止、 

遺棄・虐待防止等の適正飼養に努めます。 

 

⑤ 市町（保健所設置市の四日市市を含む） 

県と連携し、動物の終生飼養、繁殖制限、逸走防止、遺棄・虐待防止等 

の適正飼養の啓発、返還率向上の取組や収容動物の譲渡の推進を行います。 
 

オ【目標】殺処分ゼロ 

（考え方） 

   人と動物の共生をめざす中において、やむを得ず殺処分に至る犬・猫を少

なくするため、基本指針における以下の３分類のうち、②に属する個体につ

いてゼロとなるよう取組を進めます。 

   なお、①及び③については、引取り数の減少等により、引き続き減らして

いくこととします。 

 

 ① 譲渡することが適切ではない場合（治癒見込みがない病気や攻撃性がある

等）の処分数 

 ② ①及び③以外の場合（譲渡先の確保や適切な飼養管理が困難等）の処分数 

 ③ 引取り後に死亡した場合（輸送中の死亡等）の処分数 

 

 

 

 

 

目標項目 
現状値 

（２年度） 

中間目標値 

（５年度） 

目標値 

（７年度） 
目標値の考え方 

犬・猫の殺処分数 

（基本指針【分類②】） 

97 

（元年度） 
 ０ ０の継続 

3 分類の②を、令和 5

年度に 0 となるよう取

組を進めます。 
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ア めざす方向 

企業、行政、関係団体等が連携し、災害に強い危機管理体制が整備され

ています。 

 

イ 現状と課題 

  平成 23 年３月の東日本大震災や平成 28 年４月の熊本地震等の経験から、 

平成 29 年５月に「あすまいる」を開所するなど、施設整備を含めた必要 

な体制を推進してきました。 

動物愛護の観点で災害に強い三重県づくりを進めていくためには、「あ

すまいる」を拠点施設として、県・市町の行政をはじめ、関係機関や関係

団体との協力体制を構築していくとともに、ペットの飼い主に対して平常

時から備えるべき対策を啓発する取組や、被災動物の救護活動等を行うボ

ランティアを育成する取組を充実させていく必要があります。 

 また、万一にも、国内で狂犬病が発生した場合、そのまん延を防止する

ために市町や獣医師会等と連携した防疫体制（検査体制を含む。）を構築

していく必要があります。 

 

ウ 県の取組 

①  災害時の危機管理体制の整備 

・ 災害時の連絡網の整備や多数の動物を飼養する施設及び個人の把握を

行います。 

・ 獣医師会等の関係団体や企業と連携し、放浪動物や負傷動物の救護体

制を整備します。 

・ 飼い主責任を基本とした同行避難を想定し、市町、獣医師会等の関係

団体等との連携により災害時の体制を整備します。 

・ 被災動物の救護活動等を行うボランティアの育成を検討します。 

・ 他府県との広域的な連携体制の構築について検討します。 

 

②  ペットに関する防災対策の普及啓発 

「ペット防災」に関する研修会の開催や情報発信を充実するなど、ペッ

トの飼い主が平常時から備えるべき対策や飼い主責任を基本とした同行避

難について普及啓発を行います。 

また、ヒト型ロボット等を活用した調査等の結果をふまえた啓発内容を

災害対策と危機管理対応 ２ 
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検討します。 

 

③  人と動物の共通感染症対策 

・万が一、国内で狂犬病が発生した場合、県内におけるまん延を防止する

ために、あすまいるを拠点施設とした防疫体制を構築します。 

   ・狂犬病予防注射の接種率向上を図るため、関係団体及び市町等と連携し、 

    普及啓発等の取組を充実します。 

・ 人と動物の共通感染症の予防について啓発を行うとともに、関係機関と 

連携し、モニタリング・調査研究を充実します。 

   

エ 他の取組主体の役割 

①  県民 

・ ペットの飼い主は、同行避難することを想定して、平時からペットの

しつけや健康管理を行うとともに、飼い主の連絡先を記載した迷子札等

の装着、水、餌等のペット用避難用品等の備蓄に努めます。 

・ 避難所においては、指定された場所で管理するなどペットの飼育ルー

ルを守り、ペットを適切に管理するよう努めます。 
 

②  動物愛護推進員 

ペットに関する防災対策の普及啓発、災害時における放浪動物や負傷動

物の救護活動など、県等が行う災害対策に協力するよう努めます。 
 

③  動物取扱業者 

災害時における動物の健康と安全を確保するとともに、人への危害を防

止するため、平時から従事者の連絡体制や動物の逸走時の捕獲体制の整備、

動物の避難方法の確立、餌の備蓄等の対策を講じるよう努めます。 

 

④  関係団体・企業 

・ 災害時に救護された放浪動物や負傷動物の飼養管理、一時預かり等の

活動に協力するよう努めます。 

・ 獣医師会は、県や市町と連携し、災害時の危機管理体制の整備を行い

ます。 

・ 獣医師会は、県や市町と連携し、狂犬病予防注射の接種率向上を図る

ための啓発活動を行います。 

 



20 第３次三重県動物愛護管理推進計画（中間案）R２.12 時点 
 
 

  

⑤  関係機関 

動物の逸走による人への危害を防止するため、災害時の危機管理体制の

整備に努めます。 

 

⑥  市町（保健所設置市の四日市市を含む） 

・ 災害時にペットと同行避難する避難者の受入体制について検討するよ

う努めます。 

・ 県と連携し、ペットの防災対策に関する普及啓発を行うとともに、災

害時における放浪動物や負傷動物の救護活動などを行います。 

・ 県や獣医師会と連携し、狂犬病予防注射の接種率向上を図るための啓

発活動を行います。 
 

オ【目標】ペットの防災対策を行っている人の割合 
（考え方） 

避難が必要な災害が発生し、ペットと同行避難することを想定した上で、

平常時から必要なしつけやエサ・薬等の備蓄品の確保が必要です。これらの

ペットに関する防災意識について、ヒト型ロボット等を活用して調査を行い、

防災意識の向上をめざします。 

 （調査対象：調査したペットを飼っている人のうち、「実施している」と回答

した人の割合） 

 

目標項目 
現状値 

（２年度） 

目標値 

（７年度） 
目標値の考え方 

ペットの防災対策を行っている人の割

合（％） 
－ 50 

毎年度、「実施して

いる割合」が増加し

ていくよう取組を進

めます。 
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ア めざす方向 

地域ボランティア、動物愛護推進員及び関係団体などがアクティブシチズ 

ンとして積極的に動物愛護管理の推進に関わる活動を実施しています。 

 

イ 現状と課題 
地域での動物愛護の推進に率先して取り組む地域ボランティアや動物愛護 

推進員は、「あすまいる」の開設以降、動物愛護イベントへの参加や飼い主 

のいない猫の不妊・去勢手術事業の支援など、広範かつ多岐にわたる活動を 

担っていただいています。 

一方で、動物に起因した地域内でのトラブルや動物の遺棄や虐待につなが 

る事例も発生しており、地域におけるこれらの問題について、個人の対応の 

みならず、地域全体で考え、解決に向けて取り組む必要があります。 

   そのためにも、多様化している動物愛護管理の取組や地域における問題に 

取り組む人材を育成していくことが求められています。 

 

ウ 県の取組 

① 動物愛護推進員等の活動への支援  

動物愛護推進員や関係団体等が、地域において、より活発な活動が行う 

ことができるよう支援します。 

 

② 地域における問題解決の支援 

市町及び関係団体等と連携し、地域で発生した動物に起因する問題の解 

決に向けた助言などの支援を行います。 

 

③ 動物愛護管理に携わる人材の育成 

研修会を開催するなど、動物愛護管理の推進に取り組む人材の育成に努 

めます。 

 
エ 他の取組主体の役割 

① 県民 

県の動物愛護管理の推進に関する取組について理解を深めるとともに、 

地域で発生した動物に起因する問題を地域全体の課題として考え、協力して 

地域における動物愛護管理の推進と人材育成 ３ 
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解決にあたるよう努めます。 

 

② 動物愛護推進員 

県と連携し、動物愛護管理に率先して取り組み、地域の模範として、動

物に起因する地域内の問題の解決に向けて繁殖防止措置、適正譲渡等の助

言など支援を行います。 

 

③ 企業、関係団体、市町（保健所設置市の四日市市を含む） 

県と連携し、動物愛護管理に関する普及啓発や繁殖防止措置、適正譲渡 

等の取組を推進するとともに、地域で発生した問題の解決に向けた支援に努 

めます。 

 

オ【目標】動物愛護に対するアクティブシチズンの人数 

（考え方） 

   地域で動物愛護管理の推進に活躍していただく地域ボランティアや動物愛

護推進員の数を増やし、また、県の取組に対して、直接・間接問わずに、関

与していただく人を増やし、そのネットワークを広げていきます。 

（評価対象とするアクティブシチズン：年度内に活動した、動物愛護推進員の

人数、「あすまいる」での飼養管理等に協力いただいたボランティアの延べ人

数、県が行う動物愛護管理に関して寄附をいただいた人数（企業等法人の場

合は法人数）、県が行う動物愛護管理に関する講習やイベントのスタッフの人

数、県と動物愛護管理に関する協定を締結した企業等の数など） 
 

目標項目 
現状値 

（２年度） 

目標値 

（７年度） 
目標値の考え方 

動物愛護に対するアクティブシチズン

（ボランティア、寄附者、企業など多様

な協力者）の人数 

717 

（元年度） 
1000 

毎年度、約５０人

以上増加していく

よう取組を進めま

す。 
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ア めざす方向 

さまざまな主体による動物愛護管理に関する普及啓発活動が活発に行われ、

県民一人ひとりが、動物愛護管理についての関心と理解を深めています。 
 

イ 現状と課題 
動物愛護管理を推進するためには、動物を愛護する心を育成するとともに、

広く県民が動物に関する正しい知識を持ち、動物を適正に飼養管理すること

が必要です。 
これまで、小中学生を対象に、動物愛護に関する絵・ポスターの募集や動

物愛護教室等の開催をとおして、動物愛護管理の普及啓発を行うとともに、

「あすまいる」の設立以降は、動物愛護管理に関する情報の提供や動物愛護

週間行事の充実を図りました。 
今後は、「あすまいる」を拠点とした教育活動や広報活動等をより一層充

実させていくとともに、さまざまな主体の意見を取り入れ、発展性をもった

普及啓発を実施する必要があります。 
また、「あすまいる」の認知度を高め、多くの方に来館・体験していただ

くために、ホームページをさらに充実させて発信していく必要があります。 

その一方で、新型コロナウイルス感染症の発生により「新しい生活様式」

が求められていることから、新たな普及啓発のあり方について検討する必要

があります。 

 

ウ 県の取組 

① 動物愛護管理に関する情報の発信 

・各種広報媒体を活用し、動物愛護管理に関する効果的な情報発信を行いま

す。特に「あすまいる」への来館者を増やし、普及啓発の取組をより一層

推進していくため、ホームページの充実や動物愛護管理に関するイベント

情報の発信を充実します。 

・犬・猫の引取り数・殺処分数の減少のために重要な終生飼養や適切な繁殖

制限等についても、積極的に広報します。 

・動画やオンラインを活用した新たな普及啓発の方法の検討を行います。 

 

 

動物愛護管理の普及啓発 ４ 
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② 動物愛護教室等の実施 

・獣医師会等の関係団体、動物愛護推進員及び関係機関等と連携しながら、

動物愛護教室等の取組をより一層推進します。特に、動物愛護管理に関す

る学習プログラムを充実し、中学校、高等学校等が実施する職場体験実習

の受け入れを積極的に行います。 

 

③ 動物愛護週間行事の充実 

・企業、関係団体及び動物愛護推進員等と連携し、さまざまな主体との共催

による動物愛護週間行事を実施します。 

・引き続き、小中学生を対象に動物愛護に関する絵・ポスターを募集し、絵

やポスターを描くことや県内各所に展示された作品を見ることをとおして、

動物愛護の意識を高めます。 

・ヒト型ロボット等を活用したアンケート調査等の結果をふまえ、各取組へ

の反映を検討します。 

 

エ 他の取組主体の役割 

① 県民 

家庭や職場等で動物の命や動物との接し方について話し合い、動物にふ

れあう機会を持つなどして、動物を愛護する心の育成に努めます。 

 

② 動物愛護推進員、企業、関係団体、関係機関、市町（保健所設置市の四

日市市を含む） 

県と連携し、動物愛護管理に関する普及啓発活動や動物愛護週間行事等

を実施します。 
 

オ【指標】ＩＴを用いた動物愛護の普及啓発 

（「あすまいる」のホームページ（ＨＰ）へのアクセス数） 
（考え方） 

動物愛護管理の普及啓発をより一層推進していくため、動物愛護管理の拠点

である「あすまいる」の認知度を高めることが必要です。ホームページのアク

セス数を集計・分析し、より効果的なホームページの作成し、普及啓発を充実

します。（対象：「あすまいる」のトップページ、犬・猫の譲渡、災害対策） 

指標の内容 
現状値 

（２年度） 
指標の考え方 

ＩＴを用いた動物愛護の普及啓発（「あ

すまいる」のＨＰへのアクセス件数） 

441,465 

（元年度） 

現状値から毎年度、アクセス数を増

やし、100 万件をめざします。 
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ア めざす方向 

家庭動物等の飼い主が社会的な責任をもって適正飼養することで、動物に 

よる危害発生や動物を起因とした地域の問題が減少しています。 

 

イ 現状と課題 
飼い犬・飼い猫等の鳴き声や放し飼いなどの不適切な飼養管理、飼い主の 

いない犬・猫による迷惑行為に関する苦情・相談が保健所に多く寄せられて 

います。 
これらの動物による危害や迷惑問題は、地域住民の間で感情的対立となる 

こともあるため、合意形成をふまえたルールづくりやその支援等、地域の実 

情に合わせた対策が必要です。 
特に、飼い主のいない猫による迷惑行為等に関し、引取りによらない方法 

による問題解決をめざすため、地域住民の理解の下に繁殖制限の支援を行っ 

ていますが、この取組を継続し、飼い主のいない猫を減少させていく必要が 

あります。 
また、多頭飼育問題をはじめとする周辺の生活環境の保全に支障をきたす 

事例も増加しており、この問題の解決方法も検討していく必要もあります。 

さらに、動物愛護管理法の改正により特定動物の飼養・保管に関する規制 

が強化されたことから、厳格な法令遵守が求められます。 
 

ウ 県の取組 

① 家庭動物等（特定動物を除く）による人への危害と迷惑の防止 

・けい留されていない犬を適正に保護収容し、危害を防止します。 

・家庭動物等の飼養に関する苦情や相談への対応を的確に行い、その事案 

が再発することのないよう、飼い主に対して指導するとともに、悪質な 

場合は厳正に対処します。 

・多頭飼育問題等の不適正飼養の改善指導を行うとともに、関係機関等と 

 連携しながら、問題の解決方法を検討します。 

 

② 飼い主のいない猫による迷惑の防止 

・地域住民の理解の下に、飼い主のいない猫を減少させる取組を支援する

とともに、その取組について理解を深める啓発を行います。 

周辺生活環境の保全と動物による危害防止 ５ 
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・地域住民からの相談に対して、迅速に支援できるような方法を検討します。 

 

③ 特定動物による人への危害防止 

特定動物の飼い主に対して、特定飼養施設の適正な管理や、人への危害の 

発生を防止について指導するとともに、特定動物の数の把握を的確に行いま 

す。 

 

エ 他の取組主体の役割 

① 県民 

・家庭動物等（特定動物を含む）の飼養にあたっては、狂犬病予防法や動

物愛護管理法などの関係法令等を遵守し、人に危害を加えたり、迷惑を

かけたりすることのないよう、適正に管理するよう努めます。 

・家庭動物等の飼養は、適切な飼養環境及び終生飼養等の確保を行うことが 

できる数とし、これを確保できない場合は、繁殖制限を行います。 

・飼い主のいない猫を管理する場合は、地域住民の理解の下に、繁殖制限、 

給餌・給水、排せつ物の処理などを適正に行い、周辺の生活環境に配慮し 

た管理に努めます。 

 

② 動物愛護推進員 

県民からの家庭動物等の飼い方や迷惑防止に関する相談に対応します。 
 

③ 動物取扱業者 

動物の取扱いにあたっては、関係法令を遵守し、人に危害を加えたり、 

迷惑をかけたりすることのないよう、適正に管理します。特に、特定動物 

については、特定飼養施設の適正な管理を行い、人への危害の発生を防止 

するとともに、販売先の飼養保管許可の確認を徹底します。 

 

④ 関係団体 

・飼い主のいない猫の対策など、地域で発生した問題の解決に向けた助言な 

どの支援に努めます。 

・獣医師会は、県と連携し、家庭動物等の適正な飼養管理について専門的な 

助言を行うとともに、飼い主のいない猫の対策に係る支援に努めます。 
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⑤ 市町（保健所設置市の四日市市を含む） 

・動物による危害発生や迷惑問題の苦情・相談に対し、県と連携し、飼い主 

への指導、助言を行うとともに、狂犬病予防の集合注射や鑑札、注射済票 

の交付時などの機会を捉えて普及啓発活動を実施します。 

・県と連携し、飼い主のいない猫の対策や多頭飼育問題など、地域で発生し 

た問題の解決に向けた助言などの支援を行います。 

 

オ【指標】飼い主のいない猫の減少に向けた取組の支援応答率 

（考え方） 

飼い主のいない猫に関する相談に対する支援の割合（応答率）を集計し、

生活環境の保全上の問題解決を図るとともに、引取り数の減少をめざします。 

（評価対象：ＴＮＲの相談があった地区のうち、支援に着手した地区件数） 

指標の内容 
現状値 

（２年度※） 
指標の考え方 

飼い主のいない猫の減少に向けた

取組の支援応答率（％） 
－ 

２年度末から、毎年度、応答率が増

加し、80％となることをめざします。 

（※令和２年度当初に把握していた数と 9 月までに把握した数のうち、着手した割合： 67.8％） 
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ア めざす方向 

家庭動物等の所有者明示を行う飼い主が増加しています。 

 

イ 現状と課題 

家庭動物等への迷子札の装着やマイクロチップの埋込み、飼い犬への鑑 

札・注射済票の装着などによる所有者の明示は、盗難や迷子動物の発生を防 

ぐとともに、災害時において逸走動物の所有者を発見する際にも役立ちます。 
しかし、所有者明示率は低い状況であることや、動物愛護管理法の改正に 

  より、販売される犬・猫へのマイクロチップの装着、所有者情報の登録が義 

務化されることから、所有者明示の意義及び役割について県民の理解を深め、 

所有者明示のさらなる推進を図る必要があります。 

 

ウ 県の取組 

・家庭動物等の所有者明示の実施について、各種広報媒体の活用や動物愛護 

教室などさまざまな機会を捉えて働きかけるとともに、獣医会と連携し、 

マイクロチップの装着をはじめとする所有者明示を推進します。 

  ・ヒト型ロボット等を活用したアンケート調査により犬・猫へのマイクロチ

ップの装着状況の情報を収集するとともに、その情報の利活用を行います。 

 

エ 他の取組主体の役割 

①  県民 

家庭動物等の飼い主は、飼養している犬・猫の所有者明示を行うよう努

めます。 

 

②  動物愛護推進員 

県と連携し、所有者明示についての啓発を行います。 

   

③  動物取扱業者 

動物愛護管理法の改正に基づき、販売又は譲渡しを行う犬・猫における

マイクロチップの装着、所有者情報等の登録を行います。 

 

 

所有者明示の推進 ６ 
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④  関係団体 

・県と連携し、所有者明示についての啓発を行います。 

・獣医師会は、県と連携し、マイクロチップの埋込みを始めとする所有者 

明示を推進します。 

 

⑤  市町（保健所設置市の四日市市を含む） 

県と連携し、所有者明示についての啓発を行います。特に、狂犬病予防

集合注射時や動物に関する相談、窓口対応などの機会を捉えて働きかけま

す。 

 
オ【指標】犬・猫のマイクロチップの装着率 

（考え方） 

   殺処分ゼロに向けては、終生飼養の啓発、譲渡の促進に加え、返還率の向

上を図ることも必要です。また、発災時に放浪した犬・猫を元の飼い主に戻

すには、マイクロチップの装着が有効です。法改正により飼い主の努力義務

となったマイクロチップの装着率が増えることで、返還率の向上をめざしま

す。 

 （評価対象の飼い主：イベント等においてヒト型ロボット等を活用したアンケ

ート調査により、マイクロチップを装着していた飼い主の割合） 

 

指標の内容 
現状値 

（２年度） 
指標の考え方 

犬・猫のマイクロチップの装着率（％） 

犬 19 

猫 － 

（元年度） 

現状値から毎年度、上昇し、犬猫と

もに 50％をめざします。 
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ア めざす方向 

動物取扱業者による適正な動物の取扱いが行われています。 

 

イ 現状と課題 
動物愛護管理法の改正により、動物取扱業者による適正飼養の促進等に関

する規定が盛り込まれ、販売事業所外での対面説明等の禁止や動物取扱責任

者の資格要件の厳格化が図られるとともに、今後、動物の飼育管理における

遵守基準が具体的に明示されるなど、一段と規制が強化されます。 

このことから、動物愛護管理法の改正に伴う新たな規制の着実な運用を図

るとともに、動物取扱業者自身が法の遵守状況を点検し、自主管理を促進し

ていく必要があります。 

 

ウ 県の取組 

① 動物取扱業への監視指導 

動物取扱業者に対する監視指導を実施し、新たな規制の着実な運用を図

ります。 

 

② 動物取扱業者による適正な動物の取扱いの促進 

動物取扱責任者研修などの機会を捉えて、関係法令等に基づく遵守事項

の周知を図るとともに、動物取扱業者自らが自主管理を促進するための助

言等支援を行います。 

 

エ 他の取組主体の役割 

① 県民 

動物の購入やトリミング等のサービスを利用する際は、動物愛護管理法 

に基づく登録を受けている業者であるか、適正な動物の取扱いがなされて 

いるかなどを確認するよう努めます。 

 

② 動物取扱業者 

動物の取扱い等にあたっては、関係法令等を遵守し、飼養・保管する動 

物及び飼養施設の適正な管理を主体的に行います。 

 

動物取扱業の適正化 ７ 
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③ 四日市市 

動物取扱業者に対する監視指導を実施し、新たな規制の着実な運用を図 

るとともに、動物取扱責任者研修において、関係法令等に基づく遵守事項の 

徹底を図り、適正な動物の取扱いを促進します。 

 

オ 【指標】動物取扱業者による法令遵守状況等の自主点検実施件数（割合） 

（考え方） 

   動物取扱業者が法令を遵守し、適正な動物の取扱いを行うためには、県に

よる監視指導だけでなく、動物取扱業者自身が自主管理を推進する必要があ

ります。優良な動物取扱業者の育成につながるよう、自主的に点検に取り組

む動物取扱業者を増やすことをめざします。 

（対象：年度中に監視した動物取扱業者で取組を実施している割合） 

 

指標の内容 
現状値 

（２年度） 
指標の考え方 

法令遵守状況等の自主点検を実施

している動物取扱業者の割合 
－ 

毎年度、自主点検を実施している動物

取扱業者が増加し、すべての動物取扱

業者が実施することをめざします。 
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ア めざす方 

実験動物、産業動物等が適正に取り扱われるとともに、その役割に関する 

普及啓発が進んでいます。 

 

イ 現状と課題 
実験動物の飼養及び科学上の利用にあたっては、実験動物の取扱いの基 

本的考え方である「３Ｒの原則」（代替法の活用：Replacement、使用数の削 

減：Reduction、苦痛の軽減：Refinement）をふまえた、適切な措置を講じ 

る必要があります。 

また、日常の食事で提供される肉・卵または皮革等製品等として利用する 

ために飼養される家畜等の産業動物については、家畜の生理、生体、習性等 

を理解し、利用の目的に応じて、その行動を妨げることがないよう、アニマ 

ルウェルフェアに配慮した飼養管理が求められています。 

 さらに、盲導犬などの補助犬や警察犬のように、さまざまな能力を人のた

めに活用する目的で飼養される使役動物に対して、理解がより得られるよう

に普及啓発を図る必要があります。 

このことから、関係機関等と連携し、実験動物や産業動物等の適正な取扱 

いについて普及啓発を進めるとともに、これらの動物の役割や必要性につい 

て理解を深める取組を実施する必要があります。 

 

ウ 県の取組 

・ホームページ等により、実験動物や産業動物等の適正な取扱いに関する普 

及啓発を行います。 

・関係機関や関係団体等と連携し、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の 

軽減に関する基準」や「産業動物の飼養保管基準」、「アニマルウェルフェ 

アに配慮した家畜の飼養管理の基本的な考え方」を周知します。 

 

エ 他の取組主体の役割 

①  県民 

実験動物、産業動物等の役割等について理解を深め、動物の命に対する

感謝の心を育みます。 

 

実験動物、産業動物等の適正な取扱いの推進 ８ 
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②  関係団体、四日市市 

県と連携し、実験動物、産業動物等の果たす役割等について普及啓発を

行います。 

 

③  関係機関等 

実験動物を取扱う研究機関は、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の

軽減に関する基準」を遵守した実験の実施に努めます。 

産業動物の飼養者等は、「産業動物の飼養及び保管に関する基準」等に

沿った適正な飼養を行い、産業動物の快適性の確保に努めます。 

 

オ【指標】実験動物等の役割や適正な取扱いに関し、理解を深めた人数 

（累計） 

（考え方） 

   実験動物や産業動物等の役割や必要性、動物の命に対する感謝と畏敬の念

を抱くとともに、適正な取扱いをとおして命への理解を深める教育活動を実

施します。 

 

 
 

指標の内容 
現状値 

（２年度） 
指標の考え方 

実験動物等の役割や適正な取扱い

に関し、理解を深めた人数（累計） 

150 

（元年度） 

県等が行う実験動物等に関する講習

会等への受講者が増え、令和 12 年

度までに 900 名の参加をめざします。 
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（１）現状と課題 

第２次推進計画の取組を効率的かつ効果的に推進していくため、県の動

物愛護管理の拠点として、犬・猫の譲渡、診療等に必要な機能を満たす

「あすまいる」を平成 29 年５月に開所しました。 

この「あすまいる」を拠点に、県が重点的に取り組んでいる「殺処分ゼ

ロに向けた取組」、「災害時などの危機管理対応の取組」、「さまざまな主体

との協創の取組」をより一層推進するとともに、県民、動物愛護推進員、

関係団体などさまざまな主体が、相互理解の下に連携し、基本理念の実現

に向けて本計画を着実に推進していく必要があります。 

    

（２）今後の取組 

  ア 推進体制の充実 

基本理念の実現に向け、「あすまいる」を拠点として、さまざまな主

体の自主的な活動の輪を広げるとともに、協創による取組を一層充実さ

せていく体制を構築します。 

 

イ 三重県動物愛護管理推進協議会の活性化 

取組の推進体制を充実させていくため、三重県動物愛護管理推進協議

会における動物愛護管理の取組に関する意見交換をふまえ、取組に反映

します。 

 

 

 
 

 
年度ごとに取り組む内容等を定めた「実施計画」を策定し、進捗管理を行

うとともに、毎年度、目標の達成状況を点検し、次年度の取組に反映させま

す。 

 

 

 

 

取組の進捗管理 ２ 

推進体制の充実 １ 

第４章 推進体制の充実等 



 
 

  

 


